
苦情解決公表について  

株式会社ピノーコーポレーションでは、苦情解決の窓口として第三者委員を選任し、入園のしおり等で保護

者様に御案内を行っています。なお苦情解決に関しまして、以下の通り実績をご報告申し上げます。  

 

令和元年度は、第三委員立会いの下、行われた苦情解決はありませんでした。 

令和２年度は、第三委員立会いの下、行われた苦情解決はありませんでした。  

令和３年度は、第三委員立会いの下、行われた苦情解決はありませんでした。  

令和４年度は、第三委員立会いの下、行われた苦情解決はありませんでした。  

令和５年度は、第三委員立会いの下、行われた苦情解決はありませんでした。  

令和６年度は、第三委員立会いの下、行われた苦情解決はありませんでした。  

 

 

 

令和 7 年 4 月 1 日時点  

株式会社ピノーコーポレーション 


